
ボールルームダンス指導者資格認定規定施行細則 
令和６年３月１日資格審議委員会規定 

 

第１章  総 則 

 

（目的） 

第１条 この細則は、ボールルームダンス指導者資格認定規定第１７条の規定に基づき、プ 

ロフェッショナルダンス教師、アマチュアダンス指導員資格認定の認定事業の実施 

に関し必要な事項を定めることを目的とする。 

 

第２章  受験資格等 

 

（資格認定の申請） 

第２条 プロフェッショナルダンス教師資格（以下「プロ教師資格」という）及びアマチュ 

アダンス指導員資格（以下「アマ指導員資格」という）の認定を受けようとする者 

（以下「受験者」という）は、所属し、もしくは所属しようとする北海道加盟団体 

及び都府県加盟団体を通じて、資格審議委員会（以下「委員会」という）に対し、 

別記する様式第１により申し込まなければならない。 

 

（受験資格） 

第３条 プロ教師資格各級の資格認定試験の受験資格は、次のとおりとする。 

（１） ５級 プロダンス教師５級試験運用細則第２条に定めた者。 

（２） ５級 他団体教師資格保持者で、指定の面接試験を受けた者。（移行） 

（３） ４級 プロ教師資格５級の登録名簿に登載された者。 

スタンダード 

（４） ３級 プロ教師資格４級の登録名簿に登載された者。 

（５） ２級 プロ教師資格３級の登録名簿に登載された者で、３級取得後講習開始日 

       において１年以上を経過している者。 

（６） １級 プロ教師資格２級の登録名簿に登載された者で、２級取得後講習開始日 

において２年以上を経過している者。 

ラテンアメリカン 

（７）  ３級 プロ教師資格４級の登録名簿に登載された者。 

（８） ２級 プロ教師資格３級の登録名簿に登載された者で、３級取得後講習開始日 

において１年以上を経過している者。 

（９） １級 プロ教師資格２級の登録名簿に登載された者で、２級取得後講習開始日 

において２年以上を経過している者。 

２ アマ指導員資格の資格認定試験の受験資格は、次のとおりとする。 

 （１） ５級 指定の講習を受けた者。   

 （２） ４級 アマ指導員資格５級の登録名簿に登載された者。 

 （３） ３級 アマ指導員資格４級の登録名簿に登載された者。 

 （４） ２級 アマ指導員資格３級の登録名簿に登載された者で、３級取得後講習開始 

        日において１年を経過している者。 

 （５） １級 アマ指導員資格２級の登録名簿に登載された者で、２級取得後講習開始 

日において１年を経過している者。 



第３章  集合講習及び個人指導 

 

（講習及び試験） 

第４条 プロ教師資格１級～５級及びアマ指導員資格１級～４級の資格認定を受けようと 

する者は、次条以下に定める講習及び試験を受けなければならない。 

  ２ アマ指導員資格５級の資格認定を受けようとする者は、講習を受けなければならな 

い。 

 

（講習の内容） 

第５条 講習は、集合講習及び個人指導とする。 

 ２ 集合講習は、実技、理論、指導、実習、用語等を行う。 

３ 個人指導は、別表１のプロ教師資格名簿登録者による技術、理論、指導方法等を行 

う。 

 

（講習時間） 

第６条 講習に必要な単位は、ボールルームダンス指導者認定規定第６条４号別表２のとお 

りとする。ただし、１単位は４０～６０分とする。 

 

（認定講習の終了日） 

第７条 集合講習は、資格試験の２週間前までに終了しなければならない。 

 

（講習・開講人数） 

第８条 認定講習は、原則として、１０名以上の申込者が存する場合に行なう。 

２ 申込者が１０名に達しない場合は、本法人の承認を得たうえ、他の級又は、他加 

  盟団体と合同で行うことができる。 

 

（受験申請期限） 

第９条 受験申請は、講習開始日の１力月前までとし、北海道広域加盟団体及び都府県加盟 

団体を通して申し込むものとする。 

 

（講習管理責任者） 

第１０条 集合講習に、講習管理責任者を置く。 

２  講習管理責任者は、集合講習が実施される北海道広域加盟団体及び都府県加盟団 

体の試験審査員がこれにあたる。 

３  講習管理責任者及び講師は、あらかじめ試験本部に届けるものとする。 

４ 講習管理責任者になるものは、試験審査員資格２級以上を所持し、試験審査員名 

簿に登載されているものでなければならない。 

 

（受講者の確認） 

第１１条 講習会場には、出席簿を備え置き、申込者本人であることを確認してから入場を 

許可する。 

２ 講習の開始時間に１５分以上遅れた受講者は、入場させない。 

 

 



（部外者の立入り） 

第１２条 講習会場には、受講者及び講習施行関係者並びに講習管理責任者の許可を得た者 

以外の立入りはできないものとする。 

 

（集合講習の講師） 

第１３条 集合講習の講師は、試験審査員または学識経験者について、試験を施行する加盟 

団体が指名し、試験本部で承認された者が行う。 

 

（個人指導の指導者） 

第１４条 個人指導の指導者は、別表１に掲げる資格を有する者とする。 

 

（個人指導の修了） 

第１５条 個人指導は、すべて試験前日までに完了していなければならない。 

 

（個人指導の有効期限） 

第１６条 個人指導は、試験日の２年以内の指導に限り有効とする。 

 

（個人指導の特例） 

第１７条 受験者が不合格となる事態が続いたときは規定に係らず、資格審議委員会は当該 

指導者の個人指導を停止することができる。 

 

第４章  認定試験 

 

（資格認定試験日） 

第１８条 資格認定試験は､各級とも試験本部が認めた日時に行うことを原則とする。 

 

（試験日の受付） 

第１９条 試験日の受付けは、定刻の３０分前までに開始する。 

２ 受付にあたっては、受験者が講習を受けた本人であること並びに集合講習及び個 

人指導のすべてを修了したことを証する受講印をそれぞれ確認し、受験番号と同 

数の背番号を受験者に交付する。 

 

（実技試験） 

第２０条 実技試験は、カップル・ダンス及びソロ・デモンストレーションとし、受験者１ 

人あたり２名以上の試験審査員により行う。 

 

（筆記試験） 

第２１条 筆記試験は、指定範囲内のフィガーのチャート問題及び用語等の解説とする。 

ただし、アマ指導員資格１級及びプロ教師資格３級以上については、用語問題は 

なしとする。 

 

（面接試験） 

第２２条 プロ教師資格１級～３級試験及び５級の移行については、面接試験を行う。 



２ 面接試験は、指導者としての適正、マナー、指導能力、テクニック等について、 

２名以上の試験審査員により行う。 

 

（試験の合格点） 

第２３条 アマ指導員資格１級～４級及びプロ教師資格４級・５級の実技試験の採点は、各 

種目とも１００点満点とし、全種目の採点の平均が７０点以上を合格とする。 

ただし、３種目以上が７０点に満たないときは不合格とするが、プロ教師資格２ 

級・３級については、２種目以上が７０点に満たないときは不合格とする。 

２ 筆記試験は、チャート問題を１００点及び用語等の解説を１００点とし、それぞ 

れが７０点以上を合格とする。 

３ プロ教師資格１級～３級及び５級移行の面接試験は平均点が７０点以上を合格 

とするが、２種目以上が７０点に満たないときは不合格とする。 

４ プロ教師資格１級における面接試験の９０点以上を「秀合格」、８５点以上を［優 

合格］とする。 

 

（資格認定試験等の実施） 

第２４条 資格認定試験及び講習は、次の各号により実施する。 

（１）プロ教師資格１級及びアマ指導員資格１級  本法人 

（２）プロ教師資格およびアマ指導員資格２級～５級 

北海道広域加盟団体及び都府県加盟団体 

２ 北海道広域加盟団体及び都府県加盟団体が受験者等の理由で、単独で行うことが 

著しく困難であるときは、試験本部の承認を得て、隣接連盟と共同で行うことが 

できる。 

３ アマ指導員資格１級の資格認定試験及び講習は、北海道広域加盟団体及び都府県 

加盟団体に委嘱することもできる。 

４ アマ指導員資格５級の講習は、本法人の認定教室で開催することができる。講師 

は、試験本部が認めた者とする。開催申請は、北海道広域加盟団体及び都府県加 

盟団体を通し試験本部の承認を得ることとする。 

５ 試験審査員については北海道広域加盟団体及び都府県加盟団体から選出し、試験 

本部の承認を得ることとする。 

 

（試験管理責任者） 

第２５条  試験会揚に、試験管理責任者を置く。 

２ 試験管理責任者は、あらかじめ試験本部に届け出る。 

３ 試験管理責任者は、試験審査員資格２級以上を所持し、試験審査員名簿に登載さ 

れているものでなければならない。 

   ４ アマ指導員資格５級の管理責任者は、試験本部が認めた者とする。 

 

（試験審査員の公表） 

第２６条 資格認定試験を担当する試験審査員は、試験日まで公表してはならない。 

２ 試験審査員に指名された者は、受験者その他の者に当該の試験審査員である旨を 

知らせてはならない。 

 



（試験審査員の委嘱） 

第２７条 試験審査員は、試験審査員登録名簿の中から北海道広域加盟団体及び都府県加盟 

団体が選出し、試験本部が委嘱する。 

２ 北海道広域加盟団体及び都府県加盟団体が単独で試験を施行する場合、原則とし 

て試験審査員１名は他の都道府県加盟団体より選出するものとする。 

 

（試験審査員の変更） 

第２８条 試験審査員の変更は、原則としてこれを認めないものとする。ただし急病その他 

止むを得ない事情があるときは、試験管理責任者が試験審査員登録者名簿に登載 

されている者を指名しこれに代えることができる。 

２ 前項の場合、試験管理責任者は、理由を付して試験審査員の変更をすみやかに 

試験本部に報告し、その承認を得なければならない。 

 

（補助員） 

第２９条 当日の補助員は、原則として試験を施行する加盟団体の会員の中から選任する｡ 

２ 補助員の数は受験者が１名から１６名の場合には２名以内、１７名から３２名の 

場合には３名以内、３３名以上の場合には４名以内とする。 

 

（補助員の業務） 

第３０条 補助員は、受付業務、実技試験においては受験者の入退場、音楽係、筆記試験に 

おいては、試験用紙の配布、収集、時間係などの職務を行う。 

 

第５章  実技試験 

 

（実技試験のパートナー） 

第３１条 実技試験のパートナーは、本法人の会員又は当日の受験者同士とする。 

２ 当日の試験審査員は、実技試験のパートナーを務めてはならない。 

３ 試験審査員は、試験審査員のパートナーが受験者のパートナーとなる場合、及び 

３親等以内の受験者がいる場合、当日の審査を行うことができない。 

 

（採点のローテーション） 

第３２条 実技試験の審査を複数で行うときは、採点の公正を図るため、試験審査員のロー 

テーション方式を採用しなければならない。 

 

 

（採点表の回覧の禁止） 

第３３条 採点表は、試験審査員の間で回覧してはならない。 

 

（採点方法） 

第３４条 実技試験の採点は、カップル・ダンス、ソロ・デモンストレーションそれぞれに 

合否を判定する。 

２ 採点は、１点刻みとする。 

 



（審査対象の受験者の数） 

第３５条 カップル・ダンス及びソロ・デモンストレーションにおいて、１人の試験審査員 

が審査できる受験者の数は、原則として、１ヒートで１名を超えてはならない。 

 

（採点用紙の返送） 

第３６条 試験管理責任者は、回収した採点用紙をその場で封筒に入れ、試験管理責任者及 

び本法人役員又は、当日の試験審査員１名以上が封印し、すみやかに試験本部に 

送付しなければならない。 

 

（パートナーの確認） 

第３７条 試験管理責任者は、カップル・ダンスのパートナーが申請された本人であること 

及び第３１条第１頂に適合するものであることを確認しなければならない。 

 

（受験のキャンセル） 

第３８条 講習及び受験を申し込んだ者が、講習又は受験をしなかった場合においても、受 

講料、受験料は返還しない。ただし、試験本部が相当と認める場合は次回にのみ 

受験を認めることができる。 

 

（カップル・ダンスの受験方法） 

第３９条 呼び出された受験者は、踊る前に試験審査員に後ろを向いて背番号を確認させる。 

２ 踊る音楽の長さは、各曲とも約１分とする。 

３ 使用されるフィガーは、ボールルームダンス・テクニック及びラテンアメリカン 

ダンス・テクニックに記載されたものとする。 

 

（ソロ・デモンストレーションの出題方法） 

第４０条 ソロ・デモンストレーションは、別に定める「認定試験用アマルガメーション」 

に定められたものの中から、スタンダード及びラテンアメリカンの各種目につい 

て、それぞれ指定された男女何れかのルーティンを出題する。 

 

（ソロ・デモンストレーションの演技方法） 

第４１条 資格認定試験用ＣＤ又は、コーラーの声又は、音楽にあわせて踊り、始めに予備 

歩を使ってはならない。また、終りは、その姿勢を２～３秒間保たなければなら 

ない。 

 

第６章  筆記試験 

 

（問題及び答案用紙の保管等） 

第４２条 筆記試験の問題及び答案用紙は、本法人より当該試験日の７日前までに、試験管 

理責任者に送付するものとする。 

２ 試験管理責任者は、前項の日までに問題及び答案用紙が届かない時は、すみやか 

に試験本部に連絡しなければならない。 

  ３ 試験管理責任者は、試験当日まで送付を受けた問題及び答案用紙を厳重に保管す 

るとともに、試験当日まで開封してはならない。 

 



（筆記試験の解答時間） 

第４３条 筆記試験の解答時間は、９０分とする。 

２ 時間内に解答を終了した者は、試験開始後３０分を経過した後、退出することが 

できる。 

３ 試験開始後、３０分以内の遅刻者は、試験管理責任者の許可を得て受験すること 

ができるが、後日遅刻理由書を提出しなければならない。 

 

（試験問題の開封） 

第４４条 試験管理責任者は、本法人役員または、試験審査員１名以上の立会いのうえ、試 

験本部より送付されてきた試験問題及びソロ・デモンストレーションの出題表の 

入った封筒を試験当日、会場にて開封する。 

２ 前項の開封後、試験管理責任者は、すみやかに採点用紙を試験審査員に配布しそ 

の他必要な準備を行う。 

 

（筆記試験開始前の注意） 

第４５条 試験管理責任者は、受験者全員が着席した後、試験問題及び答案用紙を裏返して 

配布し、筆記試験に関する注意事項を説明し、その後受験番号と氏名を記入させ 

た後、時間を確認して一斉に試験を開始する。 

 

（筆記試験の着席） 

第４６条 筆記試験の着席場所は、隣の人との間隔を空け、あらかじめ机に番号を付する 

などし、不正が行なわれないように配慮しなければならない。 

 

第７章  面接試験 

 

（面接試験の実施） 

第４７条 面接試験は、本法人の試験審査員が直接行う。 

 

（面接試験の方法） 

第４８条 プロ教師資格１級～３級の面接試験は、ダンスに関する知識及び実技での解答を 

合わせて採点する。 

 

（面接試験の内容） 

第４９条 面接試験は、１名の受験者に２名以上の試験審査員があたり、約６０分以内の 

時間で質疑応答により行う。 

２ 面接試験の内容については、その都度、試験本部が別に定める。 

 

第８章  試験審査員 

 

（実技試験の試験審査員） 

第５０条 実技試験の試験審査員は、試験審査員名簿に登載されている者が行う。 

 

（連続して試験審査を行うことの禁止） 

第５１条 試験審査員は、特別の場合を除き同じ級の試験審査員を続けて行ってはならない。 



（試験審査員となるべき者の任期） 

第５２条 試験審査員となるべき者の任期は、１年とする。ただし、再任することができ 

る。 

 

（試験審査員の数） 

第５３条 試験審査員の数は、受験者の数により別に定める。 

 

第９章  その他 

 

（合否の決定） 

第５４条 合否の決定は、試験日から４０日以内に試験本部が行う。 

 

（合否の通知） 

第５５条 試験本部が前条の合否を決定したときは、すみやかにその旨を都道府県加盟団体 

及び受験者に通知する。 

 

（不合格者の追試験） 

第５６条 筆記試験、実技試験のいずれか一つが不合格となった者は、その試験結果の発表 

後、最初に行われる試験に限り、その不合格となった試験を受験できる。病気そ 

の他、止むを得ない事情により、いずれか一つを受験できなかった場合も同様と 

する。 

 

（講習及び試験の費用について） 

第５７条 講習に関する費用は、全て施行の都道府県加盟団体が負担する。 

２ 試験当日の費用は、試験審査員、試験管理責任者、補助員の謝金及び会場費の一 

部を本法人より支給する。 

 

（追試験及び講習料） 

第５８条 追試験の受験料は、都道府県加盟団体を通して、本法人に支払う。 

２ 追試受験者が講習の受講を希望するときは、受講料を支払う。 

 

（講習・試験費用の経理報告） 

第５９条 都道府県加盟団体は、年度内の講習・試験経費の明細を試験本部に報告する。 

 

（受講料及び受験料） 

第６０条 受講料及び受験料は、別表２のとおりとする。 

 

（試験の免除事項及び移行） 

第６１条 実技試験及び筆記試験の免除は、別表３のとおりとする。 

   ２ 協力団体ＮＤＬＳのブロンズ級以上、または広域加盟団体アマチュアＤ級以上に 

ランクされた資格を所持するものは、申請によりアマ指導員資格５級の資格に移 



行することができる。 

 

第６２条 本細則第４条２項は令和５年４月１日より施行する。 

  ２  施行にあたり、令和５年３月３１日以前にアマ指導員資格５級に認定された者は、 

アマ指導員資格４級とする。 

 

（その他） 

第６３条 本細則に定めなき事項については、必要に応じて資格審議委員会で決める。 

 

附 則 

１．この規定は、平成３０年４月２日から施行される。 

２．平成１４年１月２８日制定の競技実績による指導者資格の認定に関する細則については、 

本規定施行と同時に廃止とし、競技実績については第６１条の規定により認定試験の免 

除事項とする。ただし、平成３１年度までは旧規定での受験は有効とする。 

３．平成３０年９月１０日業務執行理事会決定により、第５６条別表２を変更する。 

（平成３１年度秋の試験から実施）７０,０００円の受験料を４０,０００円とする。 

４．平成３０年９月１０日業務執行理事会にて第２４条に４項と５項を追加。 

平成３２年度より実施。 

５．令和３年３月２４日資格審議委員会にて令和３年度より第３条２号の全ダ連を他団体と 

改める。５号６号８号９号を経過年数２級２年から１年、１級３年から２年に変更、第 

１８条２項の試験補助員の人数を変更。 

６．令和３年５月１９日資格審議委員会にて第２５条に３項を追加。 

７．令和４年５月１９日資格審議委員会にて第１０条に４項を追加。 

８．令和４年１１月１６日資格審議委員会にて第４条に文言追記及び第４条２項を追加。 

第６２条及び２項を追加。それに伴い、（その他）６２条を６３条に変更。別表１（第 

１４条関係）の受験級欄アマチュアダンス指導員５級削除。別表２（第６０条関係）の 

アマチュアダンス指導員５級の金額変更及び受験料欄に文言追記。 

別表３（第６１条関係）のアマチュア５級カップル・ダンス欄に免除事項加筆。 

集合講習欄追加及び表記変更。 

９．令和５年３月３日資格審議委員会にて第６１条２項変更。 

１０．この規定は、令和６年３月１日から施行する。 



別表１（第１４条関係） 

受 験 級 個 人 指 導 の 資 格 

アマチュアダンス指導員 ３･４級 プロフェッショナルダンス教師４級以上の会員 

     〃        １･２級 プロフェッショナルダンス教師３級以上の正会員 

プロフェッショナルダンス教師 ５級 プロフェッショナルダンス教師４級以上の会員 

     〃          ４級 プロフェッショナルダンス教師３級以上の正会員 

      〃     ３級 Ｓ or Ｌ プロフェッショナルダンス教師資格受験部門３級以上の正会員 

     〃    ２級 Ｓ or Ｌ プロフェッショナルダンス教師資格受験部門２級以上の正会員 

〃    １級 Ｓ or Ｌ プロフェッショナルダンス教師資格受験部門１級の正会員 

 

 

 

 

 

別表２（第６０条関係） 

受 験 級 受講料等（合計） 受験料及び認定料 受講料 

アマチュアダンス指導員  ５級 １０,０００円 ３,０００円   ７,０００円 

〃       ４級 １８,０００円 ８,０００円 １０,０００円 

〃      ３級 ２３,０００円 ８,０００円 １５,０００円 

〃          ２級 ２８,０００円 ８,０００円 ２０,０００円 

〃          １級 ３０,０００円 １０,０００円 ２０,０００円 

プロフェッショナルダンス教師 ５級 ４０,０００円 ４０,０００円  

〃          ４級 ５０,０００円 ２０,０００円 ３０,０００円 

〃               ３級 ５５,０００円 ２０,０００円 ３５,０００円 

〃              ２級 ６０,０００円 ２０,０００円 ４０,０００円 

〃              １級 ７５,０００円 ２５,０００円 ５０,０００円 

 

 

 

 



別表３（第６１条関係） 

区分 カップル・ダンス 
集合 

講習 
ソロ・デモ 筆記 

アマチュア５級 

・ＮＤＬＳメダルテスト ブロンズ級以上は免除 

・広域加盟団体アマチュアＤ級以上にランクされた者は免除 
   

・上記以外の者は免除 有   

アマチュア４級 
・ＮＤＬＳメダルテスト ファイナル級以上は免除 

・広域加盟団体アマチュアＤ級以上にランクされた者は免除 
有 有 有 

アマチュア３級 ・広域加盟団体アマチュアＣ級以上にランクされた者は免除 有 有 有 

アマチュア２級 ・広域加盟団体アマチュアＢ級以上にランクされた者は免除 有 有 有 

アマチュア１級 ・広域加盟団体アマチュアＡ級にランクされた者は免除 有 有 有 

プロ３級ＳorＬ 
・広域加盟団体プロＣ級以上にランクされた者は、 

同部門のカップル・ダンス免除 
有  有 

プロ２級ＳorＬ 
・広域加盟団体プロＢ級以上にランクされた者は、 

同部門のカップル・ダンス免除 
有  有 

 


